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令 和 ７ 年 度 
 

東京都北区一般会計補正予算（第５号） 

 

 

 令和７年度東京都北区の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５６６，０８０千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１９６，２６５，７３４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰越して使用すること

ができる経費は、「第２表繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができ

る事項、期間及び限度額は、「第３表債務負担行為補正」による。 

 

令和７年１１月２５日提出         

東京都北区長  山 田 加 奈 子  
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第２表　繰越明許費補正

(単位：千円）

事　　業　　名 金　　額

７ 土 木 費 ２ 道 路 橋 梁 費 自転車駐車場整備 21,000

橋梁架替整備事業 438,200

款 項

１　追加
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(単位：千円)

事 項

　

新庁舎建設発注者支援業務委
託

期 間 期 間

令和8年度 令和8年度

限 度 額 限 度 額

30,745 67,745

２　変更

変 更 前 変 更 後

新庁舎建設基本設計業務委託

期 間 期 間

令和8年度 令和8年度

限 度 額 限 度 額

308,611 348,611
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 繰　 　越　 　明　 　許 

　 （追  　　加

７ 土 木 費

２ 道 路 橋 梁 費

款 項
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　　　 費　　 調　　 書

　　　　　　分）
(単位：千円）

事　　　　　　業　　　　　　名 金　　　　　額

４５９,２００

４５９,２００

自転車駐車場整備 ２１,０００

橋梁架替整備事業 ４３８,２００
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（変  更

新庁舎建設基本設 　（変更後） （変更後）

計業務委託 348,611 － 348,611

　（変更前） （変更前）

308,611 － 308,611

新庁舎建設発注者 　（変更後） （変更後）

支援業務委託 67,745 － 67,745

　（変更前） （変更前）

30,745 30,745

債務負担行為で当該年度以降

事　　　　項 限　度　額

前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の

支 出 （ 見 込 ） 額 支 出 予 定 額

期　　間 金　　額 期　　間

－ 令和8年度

金　　額

－ 令和8年度

－ 令和8年度

－ － 令和8年度
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 分）

　　その１　　　(単位：千円）

国・都支出金 地　方　債 そ　の　他

（変更後）  １　変更理由

0 0 0 348,611  　　業務の追加等に伴う後年度経費の　

 　　増のため

（変更前） 　　　

0 0 0 308,611

（変更後）  １　変更理由

0 0 0 67,745  　　業務の追加等に伴う後年度経費の　

 　　増のため

（変更前）

0 0 0 30,745

の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

左 の 財 源 内 訳

説　　　　　　　　明特 定 財 源
一般財源
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